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子ども・子育て支援新制度

　すべての子どもが健やかに成長することができる社会をめざして、平成24年８月に「子ども・子
育て関連３法」が成立し、この法律に基づいた「子ども・子育て支援新制度」がスタートします。

■子どもの教育・保育、子育て支援を総合的に進める新しい仕組み

■新制度では、子どもや子育て家庭の状況に応じたさまざまな支援を市町村が中心
　になって行います

子ども・子育て関連３法

○子ども・子育て支援法

○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）
の一部を改正する法律

○児童福祉法の改正を含めた子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等
の総合的な提供の推進に関する法律（認定こども園法）の一部を改正する法律の施行に伴う
関係法律の整備等に関する法律

子ども・子育て支援新制度の目的と主な内容

　地域のニーズを踏まえ、保育園等の施設を計画的に整備するほか、地域型保育事業等の
実施により、保育の量や種類を増やし、待機児童の解消をはかります。また、職員の処遇
改善や配置に関する改善を行い、保育の質の向上をはかります。

保育の量的拡大と確保、教育・保育の質的改善

　幼稚園と保育園の機能や特徴をあわせ持つ認定こども園の普及をはかるとともに、認定
こども園・幼稚園・保育園を通じた共通の給付制度が創設されます。

質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供

　すべての子育て家庭の多様なニーズに対応するため、学童クラブや地域子育て支援拠点
事業等の事業の充実をはかります。

地域の子ども・子育て支援の充実
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　教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域は、市全域を１区域とし、一体的に整備
を進めます。

■教育・保育提供区域

　本計画の期間は、平成27年度から平成31年度までの５か年とします。

■計画の期間

■基本理念

子ども・子育て支援事業計画策定の趣旨と基本的な考え方

　沼田市では、これまで「沼田市次世代育成支援行動計画（前期・後期、平成17年度～26年度）」
により、「子どもが　親が　地域が元気！　みんなで育てる沼田の子」を基本理念として子育て支援
施策を進めてきました。子どもを取り巻く環境が変化するなか、「沼田市次世代育成支援行動計画」
の基本理念を継承し、すべての子どもが、かけがえのない存在として育まれるまちづくりをさらに
進めるため、新たに子ども・子育て支援法に基づく「沼田市子ども・子育て支援事業計画」を策定
しました。

■少子化や核家族化が進み、家庭や地域の子育てを取り巻く環境が大きく変化して
　います

沼田市子ども・子育て支援事業計画の基本理念

○子ども・子育て支援法の基本理念を踏まえて策定します。

○沼田市次世代育成支援行動計画の基本理念を引き継ぎます。

○子どもの最善の利益が実現するまちを目指します。

子どもが 親が 地域が 元気！　みんなで育てる沼田の子
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　沼田市子ども・子育て支援事業計画の施策体系は次のとおりです。

■計画の体系

1 .  幼児期の教育・保育、地域における子育て支援の充実
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　計画の推進にあたっては、各事業に対するニーズに応えていくため、市内関係機関、保育園・幼
稚園等子ども・子育て支援事業者、学校、市民の方など多くの方の意見を取り入れながら、必要なサー
ビスの量の確保と多様化を含む質の向上に努めていきます。

■計画の推進体制

　計画を実効性のあるものとして推進するため、「沼田市子ども・子育て会議」において計画に基づ
く施策の進捗状況を検証していきます。

■計画の点検・評価などの進捗管理

2 .  切れ目のない妊産婦・乳幼児への保健対策

3 .  子どもに関する専門的な知識や技術を要する支援と連携

4 .  職業生活と家庭生活との両立の推進

　事業計画の内容や実施状況等を調査・審議する機関として、
保護者、子ども・子育て支援事業者、学識経験者等で構成す
る会議を設置しています。

「沼田市子ども・子育て会議」
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子ども・子育て支援事業計画の数値目標

●各年度における必要量の見込みに対し、提供体制の確保とその実施時期（確保方策）を定めます。

●「子ども・子育て支援新制度」においては、保護者の就労状況等により、教育・保育を利用する
子どもについて3つの認定区分が設けられ、この認定区分に応じて、利用施設・事業が決まる仕
組みとなっています。

幼児期の教育・保育（必要量の見込み、確保方策）

　幼稚園及び認定こども園の利用拡大のため、一時預かり事業（幼稚園型）の充実、認定こども園
への移行促進などに取り組んでいきます。

① 幼稚園・認定こども園　【１号及び２号認定（教育を希望）、３～５歳児】

　認定こども園への移行促進、認可保育園の定員増などに取り組んでいきます。

② 保育園・認定こども園など　【２号認定、３～５歳児】
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●各年度における事業ごとの提供体制の確保とその実施時期（確保方策）を定めます。

●家で育児をしている家庭を含めた全ての子ども・子育て家庭を対象に事業を行います。

地域子ども・子育て支援事業（必要量の見込み、確保方策）

　認定こども園への移行促進、認可保育園の定員増、地域型保育事業の設置などに取り組んでいき
ます。

③ 保育園・認定こども園など　【３号認定、０～２歳児】
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子ども・子育て支援事業計画は、市のホームページに掲載しています。
http://www.city.numata.gunma.jp/

※「子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業」については、要保護児童対策地域協議会の機能強
化や、関係職員の専門性の強化などを図ります。

※「実費徴収に係る補足給付を行う事業」「多様な主体が本制度に参入することを促進するための事
業」については、必要に応じ事業の実施を検討します。
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（「必要量の見込み」は子育て家庭へのニーズ調査や人口推計等をもとに算出しています。）


